
新潟市優良工事表彰要綱 新旧対照表 

改正後 現行 備考 

（趣旨） 

第１条 （略） 

（対象） 

第２条 （略） 

（１） （略） 

（２） （略） 

２ （略） 

３ （略） 

（表彰） 

第３条 （略） 

２ 表彰は、年１回行う。 

 

 

（対象工事の選定） 

第４条 （略） 

（表彰者の選考） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

（事務局） 

第６条 （略） 

２ （略） 

（補則） 

第７条 （略） 

（趣旨） 

第１条 （略） 

（対象） 

第２条 （略） 

（１） （略） 

（２） （略） 

２ （略） 

３ （略） 

（表彰） 

第３条 （略） 

２ 表彰者には、記念品を贈呈する。ただし、下請企業

は除く。 

３ 表彰は、年１回行う。 

（対象工事の選定） 

第４条 （略） 

（表彰者の選考） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

（事務局） 

第６条 （略） 

２ （略） 

（補則） 

第７条 （略） 

 

 



別表第１（第２条第２項関係） 

＜略＞ 

別表第２（第５条第２項関係） 

選考委員会の委員 

技監、農林水産部長、都市政策部長、建築部長、土木部

長、下水道部長、財務部長、教育次長、委員長が指名す

る者 
 

別表第１（第２条第２項関係） 

＜略＞ 

別表第２（第５条第２項関係） 

選考委員会の委員 

技監、農林水産部長、都市政策部長、建築部長、土木部

長、下水道部長、財務部長、委員長が指名する者 
 

 


